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７－１ ＦＩＡ施設認証制度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）一般社団法人日本フィットネス産業協会ウェブサイト掲載資料から抜

粋した 1。  

 
1https://fia.or.jp/wp-content/uploads/2020/09/771e47d606c77a5aad9d97c45f0ac320.pdf 
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https://fia.or.jp/wp-content/uploads/2020/09/771e47d606c77a5aad9d97c45f0ac320.pdf
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７－２ 医師法との関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）経済産業省ウェブサイト掲載資料より抜粋した 2。 

 

  

 
2 https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitak

useidosuishin/press/140226_shinjigyokaitaku_1_2.pdf 

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/140226_shinjigyokaitaku_1_2.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/140226_shinjigyokaitaku_1_2.pdf
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７－３ 身体活動・運動を安全に行うためのポイント 3 

 
 
 
 
 
    

 
3 https://www.mhlw.go.jp/content/001195872.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/001195872.pdf
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（注）厚生労働省ウェブサイト掲載資料を掲載した。  
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７－４ 公益社団法人日本医師会による整理 
（１）利用者の健康状態と施設の満たすべき危機管理レベル 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）平成 28年２月 日本医師会健康スポーツ医学委員会答申 4より抜粋し

た。  

 
4 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/032-2/gijiroku/__icsFiles/afi

eldfile/2017/03/13/1382695_002.pdf 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/032-2/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2017/03/13/1382695_002.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/032-2/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2017/03/13/1382695_002.pdf
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（２）リスク層の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）平成 30年３月 日本医師会健康スポーツ医学委員会答申 5より抜粋し

た。 

 
（３）健康状態に応じた支援のためのＰＤＣＡサイクル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）令和２年３月 日本医師会運動・健康スポーツ医学委員会答申 6より

抜粋した。 
 

 
5 https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20180404_2.pdf 

6 https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200325_5.pdf 

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20180404_2.pdf
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200325_5.pdf
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（４）利用者の健康状態と危機管理レベルからみた運動環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）令和２年３月 日本医師会運動・健康スポーツ医学委員会答申 7より

抜粋した。 

 

 
7 https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200325_5.pdf 

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200325_5.pdf
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（５）運動習慣の有無に着目した医学的評価の例示 

（注）令和２年３月 日本医師会運動・健康スポーツ医学委員会答申 8より

抜粋した。 
  

 
8 https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200325_5.pdf 

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200325_5.pdf
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７－５ 運動・スポーツ中の事故を防止するためのガイドライン 9 
 
  

 
9 https://www.mext.go.jp/sports/content/20270209-spt_kensport01-300000789_7.pdf 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20270209-spt_kensport01-300000789_7.pdf
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（注）スポーツ庁ウェブサイト掲載資料から抜粋した。  
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７－６ フィットネスにおける民間資格等について 
3.3 既存資格の整理 

3.3.1 医療生活サービスを提供するために必要な人的スキルの明確化 

昨年度の調査では、医療生活産業に関連する資格は、公的資格41資格、民

間資格 262 資格の全 303 資格が確認されている。フィットネス分野におい

ては、国家資格はないが国内の民間資格だけでも、100 以上も関連する資

格があることがわかっている。 

フィットネスに関連する資格の中には、1 日の講習で取得できるものか

ら、四年制大学の体育学部を卒業しなければ受験資格が与えられないもの

など、資格取得までの講習時間に大きな差がある。 

（注）フィットネス事業者および関連団体における参画要件調査報告書より

抜粋した 10。 

７－７ ＥＮ17229:2026 

Annex C (normative) Qualifications for fitness trainers  

C.1 Fitness instructor 

C.2 Group Fitness Instructor 

C.3 Personal trainer 

C.4 Exercise for health specialist 
（注）調査委員会が一部を引用した。 
 
７－８ EuropeActive Standards 

①初心者、②一般成人、③グループ、④個人（パーソナルトレーニング希

望者）、⑤子ども・青少年、⑥高齢者、⑦ピラティス希望者、⑧アスリー

ト・スポーツ愛好者、⑨慢性疾患を持つ人、⑩糖尿病予備軍、⑪肥満・体

重管理が必要な人、⑫大学レベルの専門性が必要な人、⑬高リスク者の別

に、以下のような区分に分けられている。 

Fitness Assistant 

Fitness Instructor 

Group Fitness Instructor 

Personal Trainer 

Youth Fitness Instructor 

Active Ageing Trainer 

Pilates Teacher 

Strength and Conditioning Coaching 

 
10 https://www.jsif.or.jp/wpjsif/wp-content/themes/jshif/img/library/report04.pdf 

https://www.jsif.or.jp/wpjsif/wp-content/themes/jshif/img/library/report04.pdf
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Exercise for Health Specialist 

Pre-Diabetes Exercise Specialist 

Weight Management Exercise Specialist 

Graduate Exercise Professional 

Clinical Exercise Professional 

（注）EuropeActiveウェブサイトを調査委員会にて整理した 11。 

 

７－９ アメリカの資格認定団体の一例 
ＮＳＣＡ（全米ストレングス＆コンディショニング協会） 

NSCA（National Strength and Conditioning Association）は、アメリカ

に本部のある、パーソナルトレーニングの資格（NSCA-CPT（NSCA 

Certified Personal Trainer））を認定している非営利団体である。日本

にも支部がある（特定非営利活動法人 NSCAジャパン、以下「NSCAジャパ

ン」という。）。 

 

「ＮＳＣＡパーソナルトレーナーのための基礎知識」（第３版、平成 24年

7月 31日発行、特定非営利活動法人ＮＳＣＡジャパンには以下の記載があ

った。 

（ア）ヘルスケア施設のフィットネスインストラクターやパーソナルトレ

ーナーに厳しい訓練プログラムを義務づける免許制度や資格要件は存在せ

ず、フィットネスインストラクターやパーソナルトレーナーに対する免許

を制定したり、専門的訓練を義務づけたりする州は全くないまま現在に至

っている 

（イ）推定では、フィットネスインストラクターやパーソナルトレーナー

の資格認定プログラムについて、300以上が乱立し、そのほとんどが、運

動科学の正式な教育訓練を受けていない、あるいはごくわずかしか受けて

いない、自称フィットネスの権威によって運営されている 

（ウ）長年にわたり、様々な調査や非公式の研究により、資格認定団体間

の基準には大きな格差が存在することが指摘されてきた。さらに、フィッ

トネス分野における長年の経験だけでは、有能なパーソナルトレーナーに

必要な基本知識やスキルレベルを達成できないことが示唆されている。 

 

NSCAによる「ストレングス＆コンディショニング専門職の基準とガイドラ

 
11 https://www.europeactive-standards.eu/es-standards 

https://www.europeactive-standards.eu/es-standards
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イン」12には以下の記載がある。 

ア ウェイトトレーニングの監督から生じた 32件の過失訴訟における争

点は①不適切な指導（またはインストラクターの資格）、②不注意／不十

分な監督、③（機器、施設、またはエクササイズの）固有の危険性に関す

る警告を怠ったことであった。 

イ 公表されている情報によると、有資格者による質の高い指導と監督の

欠如が、ウェイトトレーニングに伴う傷害や訴訟の間接的または直接的な

原因として特定されている。 

（注）特定非営利活動法人ジャパンウェブサイト掲載資料等から抜粋、一

部、調査委員会において整理を行った。

（注）ＮＳＣＡウェブサイトより抜粋 13 

 

 
12 https://nsca-japan.or.jp/pdf/about/strength-and-conditioning/ps_guidelines.pdf 

13 https://nsca-japan.or.jp/certification/exam/ 

https://nsca-japan.or.jp/pdf/about/strength-and-conditioning/ps_guidelines.pdf
https://nsca-japan.or.jp/certification/exam/
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（注）ＮＳＣＡウェブサイトより抜粋 11F16F16F

14
  

 
14 https://nsca-japan.or.jp/certification/exam/nsca-cpt/ 

https://nsca-japan.or.jp/certification/exam/nsca-cpt/



